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１、学童クラブ登録申請について（はじめに）

学童クラブの登録申請は原則WEBにて進めていただきます。
まずは、下記の準備をしてからQRコード、URLを読み込んでください。

【準備していただくこと】

〇 メールアドレスが必要になります。
Gmailやyahooメール等のフリーメールを推奨しております。
キャリアメール（ドコモやソフトバンク、auのメール）を使用される場合は、
＠customer.co.jpからのメールが届くように設定をお願いします。

● 継続申請の家庭は、「保護者アプリ」のIDとパスワードも必要となります。

【QRコード】【URL】

https://kyotogakudo.cloud-

sakura.net/pages/interaction.php?q=zmdVUN83P7CrVLijiR0V3g==



２、登録申請の手順について 新規継続



３、メールアドレス登録

QRコード、URLを読み込むと登録ページへ移動しますので、こちらにメールアド
レスを入力してメール登録を行ってください。

メールアドレスを入力し、
「送信」をクリックすると、
入力したメールアドレスに
返信メールが届きます。

新規継続

継続申請の方は「ログイン
ページへ」をクリックしてく
ださい。

↑継続の方はこちらをクリック



入力したメールアドレスに下記のようなメールが送られてきます。こちらに記載
されているアカウントIDとパスワードをログインページで使用します。忘れずにメ
モするなどして保管してください。
その後、ログインページへのURLをクリックしてください。

学童クラブ登録申請サイト
専用のログインIDとパスワ

ードになります。大切に保管
してください。

こちらのURLから進んでくだ
さい。

新規３、メールアドレス登録



下記ページへと移動しますので、メールアドレス、パスワードを入力しログインを
クリックしてください。

先程のメールに記載のID

（メールアドレス）と、パス
ワードを使用します。（毎
年登録の際に使用します）

継続

継続の方でパスワードを
お忘れの方はログイン画
面右下からパスワードの
再設定が可能です。（うぇ
ぶさくらのパスワードとは
異なります）

新規４、登録申請サイトへログイン



５、登録画面トップページ

下記ページへと移動しましたら、「２０２６年度利用登録申請」をクリックして進み
ます。
※ きょうだいなどで違う施設を利用予定の方は、施設コードが必要となります
ので、施設に問い合わせ、どこの施設を利用予定かをお知らせください。それ
から、「他の学童クラブへ申し込む」をクリックしてください。

継続 新規

６

５

２０２６

２０２５



６-1、申請パターンの選択

下記のような画面がでてきますので、初めて利用される方は「新規申請」を、引
き続き利用される方は「継続申請」をクリックします。

継続

2025年在籍児童で継続を希望さ

れる方及び、きょうだい児が新規
で入る場合は「継続申請」をクリッ
ク

新しく入会を希望される方は
「新規申請」をクリック

新規

２０２６

２０２６



6-2、さくらdaysアカウントでのログイン

「継続申請」をクリックすると、下記の画面となり、「保護者アプリさくらｄａｙｓ」の
アカウントIDとパスワードを入力していただくことになります。
入力していただくことで、現在施設で入力している情報が自動で入力されます。

ID、パスワードをお忘れの場合は、
児童館までお問い合わせください。

継続



７、登録情報入力の流れ

「申請登録状況」の画面に移りますので、順番に学童クラブの登録申請に必要
な情報を入力していただきます。

入力を途中でやめても、また続きから
入力することができます。

画面を閉じて再度入力をする場合は
、申請手続きのご案内メールから再
度ID、パスワードを入力し、進めてい
ただくことで何度でも再開できます。

継続

「継続申請」の方は、現在学童クラブ
に登録している情報が入力された状
態となります。学年は自動で更新さ
れません。変更、追記する箇所を順
番に確認し、入力を進めてください。

新規

２０２６



下記の①～③までを順番にクリックしながら進み、『申請する』をクリックすること
で施設へ申請内容を送信することとなります。
※ ①から順番に進まないと次の項目へ進むことができません。

継続 新規７、登録情報入力の流れ



８、①就労証明書の準備等

①「就労証明書の準備等」については、必要とする書式をダウンロードして、最
後に「内容を確認しました」をクリックすると次の項目へ進むことができます。

・申請に必要な書類（就労
証明書）をダウンロードし
ていただけます。
・就労証明書は、就労され
ている同居家族分必要と
なります。

継続

クリックすると、次の項目へ
進むことができます。

こちらをクリックしてください。

新規



９-1、②「学童クラブ事業利用申請登録」

②「学童クラブ事業利用申請登録」については、申請者や利用希望児童、家族
の状況などについての情報の入力と、就労証明書を添付してください。

継続 新規

２０２６ ２０２６

２０２６年１月５日



9-2、申請者(保護者)情報の入力

画面をスクロールすることで、それぞれの項目を入力する画面になりますので、
「編集する」をクリックして、それぞれの項目の入力を進めてください。

申請者情報の入力に必要な項目は、氏名（ふりがな）・電話番号・郵便番号・住所・申請の理由です。

継続

「申請の理由」で「その他」を
選択した場合は、その理由を
下記「申請理由の詳細」に記
入してしください。

入力ができたら、「保存する」を
クリックし、情報を保存し、次へ
進んでください。

提出完了まで何度でも編集可能
です。

新規



9-3、児童情報の入力

利用を希望する児童についてはアレルギーや特記事項など、利用希望児童に
ついて施設に伝える必要があることを忘れずに記載してください。

発達や生活面での不安がある場合は、
入会前に個別面談を実施しています。
小学校へ個別支援シートを提出される
場合や心配ごとがある場合は「面談希
望」と入力してください。
（後日面談日の調整をします）

継続

きょうだい児については「児童を追
加する」をクリックし、同様に入力を
してください。

入力に必要な項目は、氏名（ふりがな）・性別・生年月日・学校名・学年・
利用状況・利用する曜日・利用時間です。アレルギー・特記事項は任意です。

入力ができたら、「保存す
る」をクリックし、情報を保
存し、次へ進んでください。

新規



9-4、継続児童の利用状況の変更

今年度で利用を終了するお子さんは「利用中止」
を選択してください。

継続

継続の方で2025年に新規で入ってこられた方に

つきましては、利用状況が「新規」になっています
ので、「継続」に変更する必要がある場合があり
ます。



9-5、同居家族の入力

同居家族についての記載は申請者本人も含めて、同一住居でお住いの人を全
員記載してください。例）兄、祖母、従妹
※学童クラブに登録を希望の児童は除きます

同居家族の人数分、日中に児童の保護を行えないことが分
かる書類（就労証明書、診断書など）が必要になります。
※同居家族が学生の場合及び、高齢の場合は除きます。

継続

入力に必要な項目は、氏名（ふりがな）・続柄・生年月日・
勤務（学校）先・勤務（学校）先電話番号です。

同居家族を追加する場合はこちら
をクリックし、入力をしてください。

「申請者本人」にチェックを入れると先程入力した
データが反映されます。

新規



9-6、同居家族の変更

継続の方できょうだい児さんを新1年生として新規登録される方は、同居家族の
欄から申請を希望する児童の情報を削除してください。

継続

クリックし、削除してください



9-7、就労証明書の添付

就労証明書は提出方法の欄で「ファイルの添付」を選択し、事前に勤務先で記
載いただいたものを添付してください。添付は画像データもしくはPDFデータに
して添付してください。

スマホの場合は、「資料を
選択する」をクリックすると、
「写真を撮る」が選べるので
、その場で撮影しデータを
添付していただけます。

継続

【パソコン画面】 【スマホ画面】

資料の添付が終わったら、「保存する」をクリ
ックし、情報を保存し次へ進んでください。

新規



9-７、就労証明書の添付

同居家族のうち、乳幼児、学生、高齢者の方については、「添付資料」の欄で「
保育ができないことが分かる資料」にチェックを入れてください。（資料の提出は
不要です。）

継続

※ 施設が添付資料が必要と判断した場
合のみ、追加で資料の提出をお願いす
る場合があります。

新規



9-７、就労証明書の添付

利用申請内容をすべて入力し終えたら（就労証明書の添付含む）、最後に「戻
る」をクリックし、次へ進む。

継続 新規

２０２６



１０、③減免申請の有無

③「減免申請の有無」については、各家庭で該当する項目にチェックを入れてく
ださい。

減免を「申請しない」と「申請する（きょうだい児
利用のみ）」については、項目にチェックを入れ
るだけとなります。

継続 新規

「申請する（減免区分①～④に該当す
る減免を含む）」についてはチェックし、
「学童クラブ事業利用に係る利用料金
減免申請書」及び挙証資料を施設へ簡
易書留での郵送もしくは、直接持参して
いただく必要があります。



１１、申請を完了する

すべての項目に入力を終え、「申請する」をクリックすると、施設にデータが送信
され、施設から申請受付メールが届きます。

継続 新規

提出後に情報の訂正がある場合は、トップペ
ージの「問い合わせ」から訂正希望のご連絡を
お願い致します。



１２、不備があった場合

申請内容に不備があった場合、訂正のご連絡をいただいた場合は下記のよう
なメールが届きますので修正して再度申請を行ってください。

継続 新規



提出後に訂正があった場合や、利用や申請に関する質問がある場合はトップ
ページ右上をクリックしていただき、「お問い合わせ」からご連絡いただけます。

継続 新規１３、お問い合わせ

２０２６

２０２５



１４、内定通知

申請の手続きが一通り終わり、来年度の登録が決まると内定通知書が届きま
す。その文面に、入会説明会の日程が記載されていますので、必ずご出席くだ
さい。また、減免申請を希望される方は、挙証資料と減免申請書を２月１４日（
金）までに、児童館までお持ちください。

継続 新規
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